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            第 23号 2015/10/23 

            発行：御代田町 町民課 

            【佐久市・北佐久郡環境施設組合】 

～安定したごみ処理の実現と新クリーンセンター整備に向けて～ 

長野県環境評価条例が一部改正 
新たに事後調査結果の公告・縦覧手続等が加わる 

 長野県では、県議会９月定例会で『長野県環境影響評価条例

の一部を改正する条例案』が可決され、１０月１３日付の県報で

公布、一部を除き平成２８年１月１３日から施行されます。 

 改正の主な理由としては、環境影響評価法の改正による対象

事業への新たな手続の導入、環境影響評価制度の運用を通じ

明らかとなった課題、従来想定していなかった種類の事業による

大規模開発への対応を図るため、手続の充実を図り、見直しが

されました。 

 新クリーンセンターにおいては、『環境影響評価事後調査』に係

る手続について、この改正条例の適用を受けます。 

【改正条例の概要】 

１ 事業者が、事業の早期の検討段階においても環境配慮を行うようにするため、計画段階

環境配慮書を作成し、住民、知事等に意見を求める手続を導入します。 

２ 環境保全措置の実効性の一層の確保を図るため、事後調査計画書の作成及び公表、事後

調査報告書に対する意見聴取等の手続を導入します。 

３ 従来、想定していなかった事業などによる大規模な開発に対応するため、対象事業に電

気工作物の建設等を加えます。 

■ 環境影響評価条例の改正と新クリーンセンター環境影響評価の事後調査について 

【事後調査計画書の作成及び公表、知事意見提出】 

 環境影響評価書作成段階における不確実性を補うため

に事後調査計画を策定し、工事中や供用時に事後調査

を実施します。どの項目について事後調査を行うのか、そ

の内容を取りまとめた新クリーンセンターに係る事後調査

計画については、既に評価書に記載をしており、大きな変

更等も予定されていないことから、新たな手続は不要とな

ります。 

 

【事後調査報告書の公表及び住民・関係市町村長の意見聴取】 

 これまで、事業者が作成した方法書、準

備書、評価書の３つの図書については、県

環境部が公告・縦覧を行いました。 

 また、方法書、準備書では、環境保全の

見地からの住民及び関係市町村長の意

見提出が求められ、県環境影響評価技術

委員会による審議が行われました。 

 改正条例の施行により、事後調査の実

施期間中、年１回県に提出する『事後調

査報告書』についても、新たに県環境部に

よる公告・縦覧、環境保全の見地からの住民及び関係市町村長の意見、県環境影響評価技術委

員会への報告が盛り込まれたほか、これらを踏まえて県知事が必要な要請をすることができるように

なりました。 

《新クリーンセンター環境影響評価事後調査に係る今後のスケジュール》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回の長野県環境影響評価条例の一部改正は、環境影響評

価の対象となる事業の範囲が拡大されたことはもとより、新クリーン

センター環境影響評価の事後調査について、県のアフターフォロ

ーがより手厚くなり、事後調査に対する住民の皆さまと関係市町か

らの意見提出の機会も設けられました。なお、長野県環境影響評

価条例及び環境影響評価制度の詳細については、県の公式ホー

ムページにて資料等が掲載されていますのでご覧ください。 

 今後、改正条例の施行に伴い、平成２８年度から、事後調査報

告書の公告・縦覧、意見募集等が県環境部により行われることに

なりますので、引き続き皆さまのご理解とご協力をお願いします。 

環境影響評価書の縦覧の様子（Ｈ27年 4月） 

▲県環境影響評価技術委員会による準備書審議の様子（Ｈ26年 9月） 

環境保全措置「ヤエガワカンバ移植作業」の様子（Ｈ27年 4月） 
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県等に提出する環境保全措置に係る「施工状況等報告書」作成 

■ 第２回目の施工状況等報告書は、７月～９月までの状況をとりまとめています 

 組合では、新クリーンセンター環境影響評

価に係る環境保全措置として実施したヤエ

ガワカンバ、オニヒョウタンボクの移植後の生

育状況等について、平成２７年７月３１日付

で施工状況等報告書として県及び関係市町

に提出しました。 

 施工状況等報告書は、四半期ごとに報告

することが県条例で定められており、現在、

ヤエガワカンバを播種・育苗した状況等につ

いて、第２回目となる報告書の作成を進めて

います。 
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 ～ 小田井皎月原に残る伝承 ～ 

 『皎月原』の伝承は、遠く用明天皇の頃、飛鳥時代にまでさかのぼります。 

 西暦５８６年、皎月という名の官女がおとがめを受け佐久郡の平尾に流さ

れました。官女は、小田井の原へ白馬で乗り出し、よく輪乗りをしていたそう

です。ある日、いつものように白馬に乗って小田井の原で輪乗りをしていたと

ころ、天の竜馬だった白馬は空へと駆け上がり、平尾山の頂上で立ち止まる

と、お告げを受けていた官女は、「吾は唯人ではない、白山大権現だ」と名乗

り、白馬に乗って岩の中へと入ってしまいました。 

 後に白山大権現と云われた官女は、時々、小田井の原で愛する白馬にま

たがって輪乗りをする姿が見受けられ、その跡には草が生えなかったことか

ら『皎月の輪』と云われようになりました。昭和５３年２月１日、皎月原は、佐久市内で唯一『名勝』とし

て文化財に指定され、大切に保護されています。 

 今年の９月２７日、佐久市小田井の皎月原では、月夜の訪れを待ちながら、辺りには神聖な祝詞が

響きわたり、厳かに神事が行われました。 

 皎月社では、中秋の名月にお祭りが行われており、

佐久市長、佐久市教育長らを始め、御代田町長、

御代田町上宿区及び小田井区両区長、周辺地区

の関係者等が招かれます。 

 皎月原を染める日差しが徐々に西へと傾くにつれ

一人、また一人と近所の子供たちが集まり、神事が

終わると『知恵団子』と言って、米粉で作った護符の

団子がまかれます。 

 この知恵団子を食べると頭が良くなると云われ

ており、昔から大人も子供もたくさんの団子を拾い

ます。現在は、佐久市地籍となっている小田井皎

月原ですが、明治・大正期の御代田の子供たち

にとって、毎年中秋の名月に行われる皎月原の

お祭りは、秋の楽しみの一つで、祭り当日になると、

岩村田、横根の辺りからも人々が参詣に来たそう

です。 

 また、皎月原では旧跡『皎月歌碑』を見ることが

できます。この歌碑は、江戸時代の享保７年（１７

２３年）、皎月原で押兼(おしかね)流馬術を取得し

たと伝えられる小諸藩の押兼団衛門長常が、当時の小田井宿本陣主安川庄右衛門に送った『夢想

皎月記』の中に書かれていた古歌を、昭和１０年(１９３５年)当時の御代田村が『信濃の国』の作詞者

で有名な浅井冽(きよし)氏に揮毛を依頼し、建立したものです。 

 

 

 

 昭和３１年（１９５６年）９月３０日に小沼・御代田・

伍賀の３村合併により、御代田町が発足しましたが、

皎月社のお祭りにおいても、当時から続く町村合

併と分村の歴史を垣間見ることができます。 

 長い歴史の中で、もともと一つの村であった場所

が、分村又は周辺の村と合併し、記憶に新しい所

では、平成の大合併を経て、御代田町を含む現

在の佐久地域に至っています。今もなお続く、行

政の垣根を超えた地域の人々が繋ぐ伝承事業、

その一端に触れ、皎月の輪のように地域が一つの

輪となり、これからも良い伝統を後世へと伝え残し

てほしいと中秋の名月を眺めながら感じました。（ゆ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ち ょ っ と そ こ ま で ♪ 

▲皎月社(佐久市小田井「皎月原」)での神事の様子 

▲旧跡『皎月歌碑』 

▲知恵団子を拾う様子 

【発     行】 御代田町役場 町民課 環境衛生係 

          御代田町大字御代田 2464番地 2 電話：0267-32-3111（内線 47） 

【 組合問合せ先 】 佐久市・北佐久郡環境施設組合 事務局 

          佐久市中込 3056番地(佐久市役所内) 電話：0267-62-2916 

▲ヤエガワカンバの播種・育苗（Ｈ27年 9月） 
【皎月歌碑の古歌 - 夢想皎月記 -】 

むかしより かわらぬ影をうつしてや 月毛乃駒の跡のみちしば 

９月２０日（日）に面替区大星神社境内広場で開催された「第３回アサギマルシェ＠面替＆アサギマダラ観察 

会」へ行きました。昨年は別の行事と重なり行くことができませんでしたが、２年前の第１回と比べると、アサ 

ギマダラの吸蜜植物であるフジバカマが咲く畑も範囲を広げ、会場にはクラインガルテンのガルテナーのかた 

や近隣の別荘のかたなど、町内外の多くの人達で賑わっていました。 

写真を撮りに行くと、ちょうど地元のかたがアサギマダラへのマーキングをされていて、「これは大町から来た 

アサギマダラだよ」と見せていただきました。多くの人が行き交う様子を見て、アサギマダラが繋げる人の輪に心が温まりま

す。新クリーンセンターも資源循環の輪はもちろんのこと、多くの人の輪、地域の輪を心がけ、事業に取り組んでまいります。 
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